
「働き方改革」関連法成立！法施行まであと４ヶ月！

「働き方改革」
スタートアップシンポジウム

【主催】徳島県、徳島労働局

お 申 込
お問いわせ

徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課（受付：平日8:30～18:00）
ＴＥＬ０８８－６２１－２３４６ ＦＡＸ０８８－６２１－２８５２
Ｅ-mail roudoukoyousenryakuka＠pref.tokushima.jp

日時

会場

今年６月に「働き方改革」関連法が成立し、「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の確実な取得」、
「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差別の禁止」などの規定が、平成３１年４月から
順次施行となります。
そこで今後どのように対応していけばよいのか、現状の課題や情報を整理・共有し、

法改正に対応するための取組を促進するため、シンポジウムを開催します。

講 師

基調講演 13:40～

航空会社勤務を経て、人材派遣会社の研修企画担当に。その後、人材育成への意欲から、
大手メーカー系列のコンサルティング会社に移り、人材育成に関する開発・販促・広報などの
マネージャー職から企業研修部門の統括部長までを務める。1,000社ほどのコンサルに携わっ
た後、独立。人財育成・組織改革コンサルタント、研修講師、講演と多方面で活躍中。

ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ 15:00～
参加企業による働き方改革に関する取組事例発表のほか、法改正による新たな課題に対する取組などについて

意見交換を行います。
【出演者】 ファシリテーター 加渡 いづみ氏（四国大学短期大学部 ビジネスコミュニケーション科教授）

アドバイザー 徳島労働局
参加企業 市岡製菓株式会社（代表取締役社長 市岡 沙織 氏）

株式会社ときわ （戦略担当取締役 矢野 琢磨 氏）
株式会社フジタ建設コンサルタント （代表取締役 藤田 達也 氏）

プ ロ グ ラ ム

同 時 開 催 （13:30～17:00）

実際に機器を使ってのテレワーク体験、導入に係る相談会（事前申込不要です。）

センター職員（社会保険労務士）による労務管理等に関する相談会（事前申込が必要です。）

推進宣言 16:25～
徳島県における「働き方改革」の推進に、徳島県知事、徳島労働局長、各関係団体が連携して取り組むことを

宣言します。

徳島県、徳島県経営者協会、徳島県商工会議所連合会、徳島県商工会連合会、徳島県中小企業団体中央会、
日本労働組合総連合会徳島県連合会、一般社団法人徳島県銀行協会、公益財団法人とくしま産業振興機構、
徳島県社会保険労務士会、四国経済産業局、四国税理士会徳島県支部連合会、徳島労働局

【宣言団体】

厚生労働省委託 平成３０年度中小企業・小規模事業者等に
対する働き方改革推進支援事業



FAX 088-621-2852

H30.11.13「働き方改革」スタートアップシンポジウム
【参加申込書】

お申込は、本紙FAXもしくはEメールにて受け付けております。

事業所名（団体名）

連絡先電話番号

Ｅｰｍａｉｌ

職・氏名

職・氏名

職・氏名

職・氏名

職・氏名

※駐車場の台数に限りがありますので、可能な限り乗り合い、または公共交通機関によりお越しください。

申込み締切 １１月５日（月）

〈記載された情報は、本シンポジウムに係る事務以外の用途には使用しません。〉

件名を「『働き方改革』スタートアップシンポジウム」として、上記項目を本文に
記載のうえ、roudoukoyousenryakuka@pref.tokushima.jp に送信してください。

申込種別 □ シンポジウム □ 個別相談会
※参加項目に□印をお付けください。（複数可）

相談内容

※個別相談会に申込された方
相談予定の項目に□印をお付けください。（複数可）

Ｅメールでの申込み

JR徳島線＆高徳線

徳島労働局
●

原田医院
●

郵便局
●

トヨタ
●

ファミリー
マート
●

四電工
●

市立体育館＆
県立中央武道館
●

駐車場
（徒歩３分）

駐車場
（徒歩７分）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
(徒歩5分)

シンポジウム会場
パークウエストン

助任川

●

ザ グランドパレス

□ 就業規則 □ 賃金規定
□ 労働時間制度（フレックスタイム制など）

□ 有期雇用労働者の無期転換ルール

□ 雇用関係助成金

□ その他（ ）

徳島駅→←佐古駅

□ 時間外労働の上限規制と３６協定
□ 有給休暇の時季指定義務


